
（適用期間：令和6年4月1日～令和7年3月31日） 令和6年4月1日現在

ロタウイルス感染症 （1価：ロタリックス） 15,185 円

ロタウイルス感染症 （5価：ロタテック） 9,617 円

Ｂ型肝炎 7,044 円

Ｈib感染症 9,223 円

小児の肺炎球菌感染症 12,080 円

五種混合（ゴービック） 20,201 円

五種混合（クイントバック） 20,278 円

四種混合 11,291 円

三種混合 5,835 円

不活化ポリオ 10,147 円

ＢＣＧ 12,980 円

麻しん風しん（１期） 12,529 円

麻しん風しん（２期） 11,044 円

水痘 10,879 円

日本脳炎（幼児） 8,035 円

日本脳炎（児童） 7,210 円

二種混合 5,071 円

ヒトパピローマウィルス感染症
(２価:サーバリックス,４価:ガーダシル)

16,720 円

ヒトパピローマウィルス感染症
(９価:シルガード)

29,645 円

高齢者の肺炎球菌感染症（一般）※ 4,310 円

高齢者の肺炎球菌感染症（生活保護受給者等） 8,310 円

高齢者のインフルエンザ（一般）※ 4,153 円

高齢者のインフルエンザ（生活保護受給者等） 5,153 円

【申請額について】

※高齢者の肺炎球菌感染症（一般）及び高齢者のインフルエンザ（一般）は、医療機
関への支払金額から市で定める自己負担額を差し引いた金額と上記助成上限額のいず
れか低い金額を申請額とします。

　　　（自己負担額）　　高齢者の肺炎球菌感染症（一般）　４，０００円

　　　　　　　　　　　　高齢者のインフルエンザ（一般）　１，０００円

令和6年度定期接種費用助成上限額一覧表

予防接種の種類
助成上限額

(消費税10％）

子ども

高齢者

　被接種者又はその保護者が、県外の医療機関に支払った予防接種の費用、又は上記
助成上限額のいずれか低い金額を申請額とします。


